
（※３）産科施設において現に分娩に用いておらず、今後も用いる予定のない病床等、
分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さない病床については、対象として差し
支えない。

（※３）

資料４
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※佐賀県では、当該事業の予算を６月補正で計上しているところで、７月上旬の予算成立以降に交付申請を行うこととなります。



佐賀県の意向活用概要

医療圏
医療機関数 病床種別

合計
病院 有床診療所 一般 療養 精神

県全体 18 15 256 66 190 512

中部 12 4 154 32 105 291

東部 1 0 0 0 6 6

北部 3 2 25 10 58 93

西部 1 3 38 0 0 38

南部 1 6 39 24 21 84

〇事業計画提出医療機関数 33機関 
〇減少病床数 512床（一般256床、療養66床、精神190床） 
〇支給申請額 2,101,248千円
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佐賀県の第1次内示概要

○配分対象病床数 100床
○配分額（第1次内示額） 410,400千円
○本事業の第１次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとした上で、各都道府県に100 床以上を配分
している。なお、配分額の内示に当たっては、削減した病床１床につき4,104 千円とする。

     （1）一般会計の繰入等がない医療機関であって、令和４年度から３年連続経常赤字の医療機関又は令和５年度から２年連続  
経常赤字かつ令和６年度に病床削減済みの医療機関

(2) 給付額（4,104 千円×給付対象とする病床数）の上限は、(1)の赤字額の平均の半分を目安とする
(3) １医療機関あたりの給付は50 床を上限
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○国の第１次内示に基づく佐賀県の支給対象機関（※病床数及び給付額は精査中）

医療機関名称 構想区域 申請病床数 対象病床数

1 医療法人 森永整形外科医院 中部 4 1

2 もろどみ中央病院 中部 13 8

3 医療法人安寿会 田中病院 中部 15 5

4 医療法人聖医会 藤川病院 中部 10 5

5 河畔病院 北部 12 7

6 医療法人 久間内科 北部 16 1

7 医療法人光仁会 西田病院 西部 20 15

8 内山産婦人科医院 西部 5 2

合計 95 44



佐賀県の第2次内示概要

○配分対象病床数 38床
○配分額（第2次内示額） 155,952千円
○本事業の第２次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとした上で、各都道府県に10 床以上となる
よう追加で配分することとしている。なお、配分額の内示に当たっては、削減した病床１床につき4,104 千円とする。    

(1) 令和５年度から２年連続経常赤字の医療機関（第１次内示において予算配分の対象となった医療機関を除く。）
(2) 給付額（4,104 千円×給付対象とする病床数）の上限は、(1)の赤字額の平均の半分を目安とする
(3) １医療機関あたりの給付は10 床を上限
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○国の第2次内示に基づく佐賀県の支給対象機関（※病床数及び給付額は精査中）

医療機関名称 構想区域 申請病床数 対象病床数

1 医療法人春陽会上村病院 中部 8 8

2 肥前精神医療センター 中部 60 10

3 佐賀市立富士大和温泉病院 中部 7 7

4 多久市立病院 中部 24 10

5 松籟病院 北部 30 3

合計 129 38

○第１次内示及び第2次内示の合計：138床（566，352千円）
○第１次内示及び第2次内示の支給対象機関の合計：82床（336,528千円）
⇒残り56床（229，824千円）を国の内示方針に沿って、県独自で活用予定
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